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(57)【要約】
　様々な実施形態例は、第１のネットワークノードにお
いてメンテナンスドメインを構成することと、第１のネ
ットワークノードにおいてメンテナンスドメイン内にメ
ンテナンスアソシエーションを構成することと、第１の
ネットワークノードにおいて、メンテナンスアソシエー
ション内に、ローカルメンテナンスエンドポイント（Ｍ
ＥＰ）を構成することと、メンテナンスアソシエーショ
ン内に複数のポイントツーポイント接続を確立すること
であって、それぞれのリモートＭＥＰの識別子およびそ
れぞれのリモートＭＥＰのメディアアクセス制御（ＭＡ
Ｃ）アドレスを使用して、複数のネットワークノードの
それぞれのネットワークノードにおいてローカルＭＥＰ
とそれぞれのリモートＭＥＰとの間に各ポイントツーポ
イント接続が確立されることとのうちの１つまたは複数
を含む方法および関連のネットワークノードに関連し、
各ポイントツーポイント接続が、ローカルＭＥＰからそ
れぞれのリモートＭＥＰへのユニキャストＣＦＭメッセ
ージの送信を可能にし、複数のポイントツーポイント接
続が単一のメンテナンスアソシエーション内に確立され
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のノードを含むネットワークにおいてイーサネット接続障害管理（ＣＦＭ）を構成
する方法であって、
　第１のネットワークノードにおいてメンテナンスドメインを構成することと、
　第１のネットワークノードにおいてメンテナンスドメイン内にメンテナンスアソシエー
ションを構成することと、
　第１のネットワークノードにおいて、メンテナンスアソシエーション内に、ローカルメ
ンテナンスエンドポイント（ＭＥＰ）を構成することと、
　メンテナンスアソシエーション内に複数のポイントツーポイント接続を確立することで
あって、各ポイントツーポイント接続が、それぞれのリモートＭＥＰの識別子およびそれ
ぞれのリモートＭＥＰのメディアアクセス制御（ＭＡＣ）アドレスを使用して、複数のネ
ットワークノードのそれぞれのネットワークノードにおいてローカルＭＥＰとそれぞれの
リモートＭＥＰとの間に確立されることとを含み、
　各ポイントツーポイント接続が、ローカルＭＥＰからそれぞれのリモートＭＥＰへのユ
ニキャストＣＦＭメッセージの送信を可能にし、
　複数のポイントツーポイント接続が、単一のメンテナンスアソシエーション内に確立さ
れる、
　イーサネットＣＦＭを構成する方法。
【請求項２】
　それぞれのリモートＭＥＰのＭＡＣアドレスが、ポイントツーポイント接続の構成中に
ユーザによって入力される、請求項１に記載のイーサネットＣＦＭを構成する方法。
【請求項３】
　それぞれのリモートＭＥＰからＣＦＭメッセージを受信すると、それぞれのリモートＭ
ＥＰのＭＡＣアドレスがローカルＭＥＰによって決定され、ＭＡＣアドレスが、それぞれ
のリモートＭＥＰからローカルＭＥＰにＣＦＭメッセージを送信するために使用されるプ
ロトコルデータユニット（ＰＤＵ）から抽出される、請求項１に記載のイーサネットＣＦ
Ｍを構成する方法。
【請求項４】
　各それぞれのネットワークノードにおいて、
　それぞれのネットワークノードにおいてメンテナンスドメインを構成するステップと、
　それぞれのネットワークノードにおいてメンテナンスドメイン内にメンテナンスアソシ
エーションを構成するステップと、
　それぞれのネットワークノードにおいて、メンテナンスアソシエーション内に、それぞ
れのリモートＭＥＰを構成するステップと、
　メンテナンスアソシエーション内にポイントツーポイント接続を確立するステップであ
って、ポイントツーポイント接続が、ローカルＭＥＰの識別子およびローカルＭＥＰのＭ
ＡＣアドレスを使用して、それぞれのネットワークノードにおいてローカルＭＥＰとそれ
ぞれのリモートＭＥＰとの間で確立される、ステップと
　を実行することによって、ハブアンドスポーク構成を確立することをさらに含む、請求
項１に記載のイーサネットＣＦＭを構成する方法。
【請求項５】
　各それぞれのネットワークノードにおいて、
　　それぞれのネットワークノードにおいてメンテナンスドメインを構成するステップと
、
　　それぞれのネットワークノードにおいてメンテナンスドメイン内にメンテナンスアソ
シエーションを構成するステップと、
　　それぞれのネットワークノードにおいて、メンテナンスアソシエーション内に、それ
ぞれのリモートＭＥＰを構成するステップと、
　　メンテナンスアソシエーション内に複数のポイントツーポイント接続を確立するステ
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ップであって、ポイントツーポイント接続が、複数のネットワークノードにおいてそれぞ
れのリモートＭＥＰとすべての他のＭＥＰとの間に確立される、ステップと
　を実行することによって、メッシュ構成を確立すること
　をさらに含む、請求項１に記載のイーサネットＣＦＭを構成する方法。
【請求項６】
　それぞれのリモートＭＥＰへのユニキャスト送信のためのＣＦＭメッセージを生成する
ステップであって、ＣＦＭメッセージがそれぞれのリモートＭＥＰ用に合わせて調整され
た情報を含む少なくとも１つのフィールドを含む、ステップと、
　　それぞれのリモートＭＥＰに対応するポイントツーポイント接続を介してＣＦＭメッ
セージを送信するステップであって、それぞれのリモートＭＥＰ用に合わせて調整された
情報を含む少なくとも１つのフィールドが、値「１」に設定されたリモート障害表示（Ｒ
ＤＩ）ビットを含み、値「１」に設定されたＲＤＩビットを含むＣＦＭメッセージの受信
に応答して、それぞれのリモートＭＥＰが保護リンクに切り替えるための自動保護切り替
え（ＡＰＳ）を実施する、ステップと
　を実行することによってそれぞれのリモートＭＥＰに固有のアクションを実施すること
　をさらに含む、請求項１に記載のイーサネットＣＦＭを構成する方法。
【請求項７】
　ＣＦＭ構成情報を維持する構成ストレージと、
　　メンテナンスドメインを構成し、
　　メンテナンスドメイン内にメンテナンスアソシエーションを構成し、
　　メンテナンスアソシエーション内に、ローカルメンテナンスエンドポイント（ＭＥＰ
）を構成し、
　　メンテナンスアソシエーション内に複数のポイントツーポイント接続を確立し、各ポ
イントツーポイント接続が、それぞれのリモートＭＥＰの識別子およびそれぞれのリモー
トＭＥＰのメディアアクセス制御（ＭＡＣ）アドレスを使用して、複数のリモートノード
のそれぞれのノードにおいてローカルＭＥＰとそれぞれのリモートＭＥＰとの間で確立さ
れ、
　　メンテナンスドメイン、メンテナンスアソシエーション、ローカルメンテナンスエン
ドポイント、および各ポイントツーポイント接続の構成を反映するために構成ストレージ
を更新する
　ための命令を実行するように構成された構成モジュールと、
　　を含み、各ポイントツーポイント接続が、ローカルＭＥＰからそれぞれのリモートＭ
ＥＰへのユニキャストＣＦＭメッセージの送信を可能にし、
　　複数のポイントツーポイント接続が、単一のメンテナンスアソシエーション内に確立
される、
　イーサネット接続障害管理（ＣＦＭ）を実施するネットワークノード。
【請求項８】
　ポイントツーポイント接続の構成中、ユーザからそれぞれのリモートＭＥＰのＭＡＣア
ドレスを受信するように構成されたインターフェイス
　をさらに含む、請求項７に記載のネットワークノード。
【請求項９】
　構成モジュールが、
　それぞれのリモートＭＥＰからＣＦＭメッセージを受信すると、それぞれのリモートＭ
ＥＰのＭＡＣアドレスを決定し、構成モジュールが、それぞれのリモートＭＥＰからロー
カルＭＥＰへのＣＦＭメッセージの送信のために使用されるＰＤＵからＭＡＣアドレスを
抽出する
　するようにさらに構成された、請求項７に記載のネットワークノード。
【請求項１０】
　それぞれのリモートＭＥＰに対応するポイントツーポイント接続を介してＣＦＭメッセ
ージを送信するように構成された送信機であって、構成モジュールが、それぞれのリモー
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トＭＥＰへのユニキャスト送信のためにＣＦＭメッセージを生成するための命令を実行す
るようにさらに構成され、ＣＦＭメッセージが、それぞれのリモートＭＥＰに合わせて調
整された情報を含む少なくとも１つのフィールドを含み、それぞれのリモートＭＥＰに合
わせて調整された情報を含む少なくとも１つのフィールドが、値「１」に設定されたリモ
ート障害表示（ＲＤＩ）ビットを含み、値「１」に設定されたＲＤＩビットを含むＣＦＭ
メッセージの受信に応答して、それぞれのリモートＭＥＰが保護リンクに切り替えるため
の自動保護切り替え（ＡＰＳ）を実施する、送信機
　をさらに含む、請求項７に記載のネットワークノード。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本明細書に開示の実施形態は、一般にイーサネットＯＡＭ（運用、管理、保守：Ｏｐｅ
ｒａｔｉｏｎｓ，Ａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｉｏｎ，ａｎｄ　Ｍａｉｎｔｅｎａｎｃｅ）実
装に関し、より詳細には、接続障害管理（Ｃｏｎｎｅｃｔｉｖｉｔｙ　Ｆａｕｌｔ　Ｍａ
ｎａｇｅｍｅｎｔ：ＣＦＭ）機能の構成に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）は、物理的な線を介してデータを高速送
信することができるフレームベースの標準であるイーサネットを使用してデータを交換す
る。その最初の実装以来、イーサネット標準は、急速に発展しており、現在、１０ギガバ
イト／秒以上に対応する。さらに、イーサネットは広範に使用されているため、イーサネ
ットデータ転送の実施に必要なハードウェアは、価格を大幅に下げており、イーサネット
がエンタープライズレベルのネットワークの実装として好適な標準になっている。
【０００３】
　これらの利点から、通信サービスプロバイダは、しばしばメトロポリタンエリアネット
ワーク（ＭＡＮ）または広域ネットワーク（ＷＡＮ）と呼ばれる大規模なネットワークに
イーサネットの使用を拡大しようと努めてきた。いわゆるキャリアイーサネットを実装す
ることによって、サービスプロバイダは、最低限のコストでそのネットワークの容量を大
幅に増やすことができる。次いでこの容量の増加によって、プロバイダのネットワークは
、Ｖｏｉｃｅ　ｏｖｅｒ　Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ（ＶｏＩＰ）、ＩＰ　Ｔ
ｅｌｅｖｉｓｉｏｎ（ＩＰＴＶ）、およびＶｉｄｅｏ　Ｏｎ　Ｄｅｍａｎｄ（ＶｏＤ）な
ど、次世代アプリケーションに必要な大量のトラフィックに対応することができる。
【０００４】
　しかし、イーサネットは、ローカルエリアネットワークの関連で発展したため、本来の
イーサネットは、より大規模なネットワークに適用されたとき、いくつかの制限がある。
１つの重要な欠点は、運用および保守（ＯＡＭ）機能の本来のサポートの欠如である。よ
り詳細には、ネットワーク事業者は、通常、現場でＬＡＮの問題を診断することができる
ため、イーサネット標準は、接続および性能のリモートの監視のサポートに欠ける。こう
したリモートの監視のサポート無しに、大規模なネットワークのネットワーク事業者は、
そのネットワークを確実に維持することは、不可能ではないにしても、難しいことがわか
る。
【０００５】
　イーサネット標準における本来の接続障害管理の欠如に対処するために、いくつかの組
織がこの機能を記述する追加の標準を開発している。特に、国際電気通信連合（ＩＴＵ）
は、参照によりその全体を本明細書に組み込む、Ｙ．１７３１、タイトル「ＯＡＭ　Ｆｕ
ｎｃｔｉｏｎｓ　ａｎｄ　Ｍｅｃｈａｎｉｓｍｓ　Ｆｏｒ　Ｅｔｈｅｒｎｅｔ－Ｂａｓｅ
ｄ　Ｎｅｔｗｏｒｋｓ」を発行した。同様に、電気電子技術者協会（ＩＥＥＥ）は、参照
によりその全体を本明細書に組み込む、８０２．１ａｇ、タイトル「Ｃｏｎｎｅｃｔｉｖ
ｉｔｙ　Ｆａｕｌｔ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ」を発行した。
【０００６】
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　Ｙ．１７３１および８０２．１ａｇは、イーサネットネットワークにおける欠点を検出
し、分離し、修正するために使用されるいくつかの機構を記載する。例えば、これらの標
準は、ネットワークにわたってネットワークノードによって定期的に送信することができ
、それによってその状況を他のノードに通知する連続性チェックメッセージ（Ｃｏｎｔｉ
ｎｕｉｔｙ　Ｃｈｅｃｋ　Ｍｅｓｓａｇｅ：ＣＣＭ）の使用を記載する。標準は、ネット
ワークの障害の位置を検証するための類似の機構を記載する。
【０００７】
　ネットワーク事業者は、通常、ノードがマルチキャストメッセージを交換するように、
これらの標準に記載されたＣＦＭ機構を構成する。したがって、ノードがＣＦＭメッセー
ジを送信したとき、それは通常、複数のノードによって受信される。しかし、いくつかの
状況において、ノード群ではなく単一のノードに固有の情報を含むメッセージを送信する
ことが望ましい場合がある。これらの場合、マルチキャストメッセージングは、不十分で
あり、ポイントツーポイントユニキャスト機能が必要である。
【０００８】
　残念ながら、Ｙ．１７３１および８０２．１ａｇのＣＦＭ機構をポイントツーポイント
機能用に構成することは複雑であり、時間がかかり、非効率である。特に、ポイントツー
ポイント機能が必要であるとき、ネットワーク事業者は、接続ごとに個別のメンテナンス
アソシエーション（ｍａｉｎｔｅｎａｎｃｅ　ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）を確立する必要
がある。さらに、ネットワーク事業者は、すべてのメンテナンスアソシエーション内にロ
ーカルのメンテナンスエンドポイント（ｍａｉｎｔｅｎａｎｃｅ　ｅｎｄｐｏｉｎｔ）を
確立する必要もある。構成が時間がかかる煩わしいタスクになることに加えて、ネットワ
ークノードが各メンテナンスアソシエーションおよびエンドポイントに関するデータを維
持しなければならないため、この構成は、大量の記憶領域も必要とする。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００９】
【非特許文献１】Ｙ．１７３１、タイトル「ＯＡＭ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎｓ　ａｎｄ　Ｍｅ
ｃｈａｎｉｓｍｓ　Ｆｏｒ　Ｅｔｈｅｒｎｅｔ－Ｂａｓｅｄ　Ｎｅｔｗｏｒｋｓ」
【非特許文献２】８０２．１ａｇ、タイトル「Ｃｏｎｎｅｃｔｉｖｉｔｙ　Ｆａｕｌｔ　
Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ」
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　上記の理由、および本明細書を読み、理解することにより当業者にとって明らかになる
別の理由のために、イーサネットネットワークにおけるポイントツーポイント接続障害管
理の簡略化された構成が必要である。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　イーサネットネットワークにおけるポイントツーポイント接続障害管理の簡略化された
構成のこの必要性に照らして、様々な実施形態例の簡単な概要を提示する。本発明の範囲
を限定するためではなく、様々な実施形態例のいくつかの態様を強調し、紹介するための
以下の概要では、いくつかの簡略化および省略を行うこともある。当業者が発明の概念を
作成し、使用するのに適した好ましい実施形態例の詳細な説明は、後のセクションで述べ
る。
【００１２】
　様々な実施形態例は、第１のネットワークノードにおいてメンテナンスドメインを構成
することと；第１のネットワークノードにおいてメンテナンスドメイン内にメンテナンス
アソシエーションを構成することと；第１のネットワークノードにおいて、メンテナンス
アソシエーション内に、ローカルメンテナンスエンドポイント（ＭＥＰ）を構成すること
と；メンテナンスアソシエーション内に複数のポイントツーポイント接続を確立すること
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であって、それぞれのリモートＭＥＰの識別子およびそれぞれのリモートＭＥＰのメディ
アアクセス制御（ＭＡＣ）アドレスを使用して、複数のネットワークノードのそれぞれの
ネットワークノードにおいてローカルＭＥＰとそれぞれのリモートＭＥＰとの間に各ポイ
ントツーポイント接続が確立されることとのうちの１つまたは複数を含む方法および関連
のネットワークノードに関連する。各ポイントツーポイント接続は、ローカルＭＥＰから
それぞれのリモートＭＥＰへのユニキャストＣＦＭメッセージの送信を可能にし、したが
って複数のポイントツーポイント接続が単一のメンテナンスアソシエーション内に確立さ
れ得る。
【００１３】
　この方法で、様々な実施形態例が、メンテナンスエンドポイント間のポイントツーポイ
ントの接続障害管理のメッセージングを実施するのに必要な構成を簡略化することを理解
されたい。特に、リモートＭＥＰのユニキャストＭＡＣアドレスを使用してポイントツー
ポイント接続の構成を可能にすることによって、様々な実施形態例は、ポイントツーポイ
ント接続に関連付けられた機能の向上を可能にしながら、これらのポイントツーポイント
接続を確立し、維持するのに必要な時間およびメモリの量を減らす。
【００１４】
　様々な実施形態例をよりよく理解するために、添付の図面を参照する。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】１つまたは複数のメンテナンスエンドポイントをそれぞれ含む３つのネットワー
クノードを含むネットワーク例の概要図である。
【図２】図１のネットワークにおけるＣＦＭの構成に使用するためのノード例の概要図で
ある。
【図３】図２のノードによってＣＦＭメッセージを送信するために使用されるイーサネッ
トフレーム例の概要図である。
【図４】イーサネットＣＦＭを構成する方法例のフロー図である。
【図５】２つのメンテナンスエンドポイント間の接続を構成する方法例のフロー図である
。
【図６】ＣＦＭメッセージを送信する際にメンテナンスエンドポイントによって実行され
る方法例のフロー図である。
【図７】ＣＦＭメッセージを受信する際にメンテナンスエンドポイントによって実行され
る方法例のフロー図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　次に、類似の番号は類似の構成要素またはステップを示す図面を参照すると、様々な実
施形態例の広範な態様が開示されている。
【００１７】
　図１は、３つのネットワークノード１１０、１２０、１３０を含むネットワーク１００
の例の概要図である。ネットワーク１００は、ノードＡ１１０、ノードＢ１２０、および
ノードＣ１３０を含み、そのそれぞれは、ルータ、スイッチ、またはイーサネットＯＡＭ
をサポートする他のネットワーク機器とすることができる。各ノード１１０、１２０、１
３０は、イーサネット接続障害管理を実施するように構成され得る。より詳細には、各ノ
ード１１０、１２０、１３０は、ＣＦＭメッセージをネットワーク１００における他のノ
ードと交換することによって障害検出、障害検証、障害分離、および障害通知を実施する
ことができる。
【００１８】
　ノード１１０、１２０、１３０を使用してＣＦＭメッセージを交換するために、一連の
構成ステップがノード１１０、１２０、１３０のそれぞれにおいて実行されなければなら
ない。特に、各ノード１１０、１２０、１３０において、事業者または他のエンティティ
は、メンテナンスドメイン、メンテナンスアソシエーション、ローカルメンテナンスエン
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【００１９】
　いくつかの状況において、各メンテナンスエンドポイント間でポイントツーポイント接
続が必要とされる。一例として、イーサネット自動保護切り替え（Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　
Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ　Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ：ＡＰＳ）の実施に努める事業者は、特定の
メンテナンスエンドポイントに合わせて調整された情報を含むメッセージを送信する機能
を必要とし得る。すべてのノード１１０、１２０、１３０は、メッセージを受信し、所与
のメンテナンスエンドポイントは、それに固有の情報を分離することができないため、こ
の機能は、マルチキャストメッセージングを使用して行うことは不可能である。一例とし
て、ＣＣＭ　ＰＤＵにおけるリモート障害表示（ｒｅｍｏｔｅ　ｄｅｆｅｃｔ　ｉｎｄｉ
ｃａｔｉｏｎ：ＲＤＩ）ビットがＡＰＳの切り替えを実行するための表示として使用され
ていた場合、そのビットセットを伴うマルチキャストメッセージによって、ＲＤＩビット
が影響を及ぼすことが意図されたピアのみではなく、すべてのピアが行動を起こすことに
なる。
【００２０】
　通常の実装において、メンテナンスドメイン内におけるすべての接続をポイントツーポ
イント接続として構成することは、かなりの数のコマンドおよびオーバーヘッドを必要と
する。以下の例は、ネットワーク１００のノードにおけるメンテナンスエンドポイントの
各対間のポイントツーポイントメンテナンス接続を構成するために使用することができる
１組の疑似コマンドを示す。
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【数１】

【００２１】
　したがって、この例において、ドメインにおけるノードの各対の間にポイントツーポイ
ント接続を確立することは、３つのアソシエーションおよび６つのＭＥＰを必要とする。
その結果、各ノード１１０、１２０、１３０は、２つのアソシエーション、２つのリモー
トＭＥＰ、および２つのローカルＭＥＰに関する情報を格納する必要がある。所望の数の
ポイントツーポイント接続が増加するにつれて、構成が次第に煩わしくなることを理解さ
れたい。例えば、ハブアンドスポーク構成において、中央または「ハブ」ノードは、他の
すべての「スポーク」ノードとのポイントツーポイント通信が可能でなければならない。
各ノードは、メッシュにおけるすべての他のノードとのポイントツーポイント通信が可能
でなければならないため、メッシュ構成は、なおさら複雑である。
【００２２】
　様々な実施形態例によれば、各ノード１１０、１２０、１３０は、簡略化された構成プ
ロセスを使用してノード１１０、１２０、１３０間にポイントツーポイント接続を確立す
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るように構成され得る。より詳細には、各ノード１１０、１２０、１３０は、接続が確立
されるべきリモートＭＥＰのメディアアクセス制御（ＭＡＣ）アドレスを使用してポイン
トツーポイント接続を確立することができる。以下の例は、ネットワーク１００のノード
におけるメンテナンスエンドポイントの各対間のポイントツーポイントメンテナンス接続
を構成するために使用することができる１組の疑似コマンドを示す。
【数２】

【００２３】
　したがって、この例において、ドメインにおけるノードの各対の間にポイントツーポイ
ント接続を確立することは、１つのアソシエーションおよび３つのＭＥＰだけを必要とす
る。その結果、各ノード１１０、１２０、１３０は、１つのアソシエーション、２つのリ
モートＭＥＰ、および１つのローカルＭＥＰに関する情報を格納するだけでよい。さらに
、必要なコマンドの合計数が大幅に低減されるため、ＣＦＭ機能の構成は、大幅に簡略化
される。構成時間およびメモリ使用率のこの低減は、ハブアンドスポークおよびメッシュ
構成を確立するときに特に明白である。
【００２４】
　上記のコマンドから明らかなように、リモートＭＥＰの構成は、最初の構成コマンドに
リモートＭＥＰのＭＡＣアドレスを含めることによって容易にすることができる。あるい
は、本明細書にさらに詳しく記載するように、リモートＭＥＰからＣＦＭメッセージを受
信すると、リモートＭＥＰのＭＡＣアドレスを動的に決定することができる。こうした実
施形態において、ポイントツーポイント接続は、リモートＭＥＰのＭＡＣアドレスを決定
すると、適切に構成することができる。
【００２５】
　上記のコマンドに従って構成すると、それぞれのノード１１０、１２０、１３０におけ
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る各メンテナンスエンドポイントは、確立されたポイントツーポイント接続上でＣＦＭメ
ッセージを交換することができる。一例として、ノード１１０におけるメンテナンスエン
ドポイントは、ユニキャスト連続性チェックメッセージ（ＣＣＭ）をノード１２０上のメ
ンテナンスエンドポイントに直接送信することができる。このＣＣＭメッセージは、ロー
カルＭＥＰの状況に関するリモートＭＥＰを更新するために使用され、必要に応じて、リ
モートＭＥＰにおいてイーサネットＡＰＳを実施するために使用される情報を送信するこ
とができる。
【００２６】
　上記の説明において、構成は、メンテナンスエンドポイントを含む３つのノード１１０
、１２０、１３０に関して記載されていることを理解されたい。ネットワーク１００は、
他の大量のノードを含む可能性があり、その一部はメンテナンスエンドポイントを含まな
い。一例として、ネットワーク１００におけるいくつかのノードは、メンテナンス中間ポ
イント（ｍａｉｎｔｅｎａｎｃｅ　ｉｎｔｅｒｍｅｄｉａｔｅ　ｐｏｉｎｔ）を含むこと
ができ、その構成は、当業者に明らかであろう。
【００２７】
　図２は、図１のネットワーク１００におけるＣＦＭの構成に使用するためのノード２０
０の例の概要図である。ノード２００は、ルータ、スイッチ、またはイーサネットＯＡＭ
をサポートする他のネットワーク機器とすることができる。ノード２００は、受信機２１
０、構成モジュール２２０、構成ストレージ２３０、および送信機２４０を含み得る。
【００２８】
　受信機２１０は、別のネットワークノードからデータを受信するように構成される、機
械可読記憶媒体上で符号化されるソフトウェアおよび／またはハードウェアを含み得る。
受信機２１０に含まれるハードウェアは、例えば、パケットおよび他のデータを受信する
ネットワークインターフェイスカードとすることができる。したがって、受信機２１０は
、ノード２００にあるメンテナンスエンドポイント向けのＣＦＭメッセージを受信するこ
とができる。
【００２９】
　構成モジュール２２０は、ノード２００上でＣＦＭ機能を実施するように構成される、
機械可読記憶媒体上で符号化されるソフトウェアおよび／またはハードウェアを含み得る
。したがって、構成モジュール２２０は、マイクロプロセッサ、フィールドプログラマブ
ルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、または類似のハードウェアを含み得る。また、構成モジュ
ール２２０は、機械実行可能命令を含む記憶媒体を含み得る。いずれの場合も、このハー
ドウェアは、スタンドアロンまたはノード２００の中央プロセッサ（図示せず）の一部で
もよく、あるいはラインカードまたはポート分配オブジェクトで実施されてもよい。他の
適した実装は、当業者に明らかであろう。
【００３０】
　構成モジュール２２０は、ノード２００においてＣＦＭ機能を構成するよう要求される
命令を実行するように構成され得る。したがって、構成モジュール２２０は、メンテナン
スドメインを構成し、メンテナンスドメイン内にメンテナンスアソシエーションを構成し
、メンテナンスアソシエーション内にローカルメンテナンスエンドポイントを構成するの
に必要な命令を実行することができる。
【００３１】
　ポイントツーポイント機能が望ましいとき、構成モジュール２２０は、メンテナンスア
ソシエーション内にポイントツーポイント接続を確立するようさらに構成され得る。した
がって、構成モジュール２２０は、リモートＭＥＰの識別子（例えばリモートメンテナン
スエンドポイント識別子）およびリモートＭＥＰのＭＡＣアドレスを使用してローカルＭ
ＥＰとリモートＭＥＰとの間のポイントツーポイント接続を確立するための命令を実行す
ることができる。上記でさらに詳しく説明したように、この構成方法は、すべてのポイン
トツーポイント接続が単一のメンテナンスアソシエーション内に確立されるため、構成の
複雑さおよび構成情報の格納に必要なメモリ量の大幅な低減をもたらす。
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【００３２】
　構成モジュール２２０は、コマンドラインインターフェイスから、またはグラフィカル
ユーザインターフェイスを介して、リモートＭＥＰ　ＩＤおよびＭＡＣアドレスを含むコ
マンドを受信すると、ポイントツーポイント接続を確立することができる。あるいは、構
成モジュール２２０は、リモートＭＥＰからＣＦＭメッセージを受信したことに基づいて
リモートＭＥＰのＭＡＣアドレスを発見すると、ポイントツーポイント接続を動的に確立
することができる。特に、構成モジュール２２０は、ノード２００におけるリモートＭＥ
ＰからローカルＭＥＰへのＣＦＭメッセージの送信に使用されるＰＤＵからＭＡＣアドレ
スを抽出することができる。
【００３３】
　ローカルＭＥＰとリモートＭＥＰとの間のポイントツーポイント接続を確立すると、ポ
イントツーポイント接続は、ローカルＭＥＰからリモートＭＥＰへのユニキャストＣＦＭ
メッセージの送信に使用され得る。したがって、構成モジュール２２０は、リモートＭＥ
Ｐに固有の少なくとも１つのフィールドを含むリモートＭＥＰへのユニキャスト送信のた
めのＣＦＭメッセージを生成することができる。一例として、構成モジュール２２０は、
リモートＭＥＰによって使用されるリンクが故障したことを示すリモート障害表示（ＲＤ
Ｉ）フィールドに値「１」を含める連続性チェックメッセージを生成することができる。
ＣＣＭメッセージを受信すると、リモートＭＥＰは、メッセージをリモートＭＥＰ用に合
わせて調整されたという知識に基づいて適切に応答することができる。例えば、リモート
ＭＥＰは、ＣＦＭメッセージにおいてＲＤＩビットを認識すると、保護リンクに切り替え
ることができる。連続性チェックメッセージにおけるユニキャスト送信のための他の適し
た情報は、当業者に明らかであろう。
【００３４】
　構成ストレージ２３０は、機械可読記憶媒体において維持されてもよく、構成モジュー
ル２２０によって使用されるすべての構成情報を含む。したがって、構成ストレージ２３
０は、データベース、連結リスト、アレイ、または構成情報の記憶に適した任意の他のデ
ータ構造または構成を含み得る。
【００３５】
　構成ストレージ２３０は、ノード２００によって使用されるすべてのドメイン、アソシ
エーション、ローカルＭＥＰ、およびリモートＭＥＰに関する情報を維持するＣＦＭオブ
ジェクト２３２を含む。構成ストレージ２３０は、ポイントツーポイント接続が確立され
た各リモートＭＥＰのＭＡＣアドレスを示すＭＡＣアドレス２３４をさらに含む。各ＭＡ
Ｃアドレスは、リモートＭＥＰを識別するリモートＭＥＰ　ＩＤと関連付けてＭＡＣアド
レス２３４に格納することができる。ＣＦＭ機能の初期構成後、構成モジュール２２０は
、リモートＭＥＰの対応するＭＡＣアドレスを示すためにＭＡＣアドレス２３４を更新し
ながら、ノード２００によって使用されるドメイン、アソシエーション、ローカルＭＥＰ
、およびリモートＭＥＰの構成情報を反映するためにＣＦＭオブジェクト２３２を更新す
ることができる。
【００３６】
　送信機２４０は、別のネットワークノードにデータを送信するように構成される、機械
可読記憶媒体上で符号化されるソフトウェアおよび／またはハードウェアを含み得る。送
信機２４０に含まれるハードウェアは、例えば、パケットおよび他のデータを送信するネ
ットワークインターフェイスカードとすることができる。したがって、送信機２４０は、
ポイントツーポイント接続を介してリモートＭＥＰ向けのＣＦＭメッセージを送信するこ
とができる。一例として、送信機２４０は、図３を参照して以下でさらに詳しく説明する
フォーマットを使用して連続性チェックメッセージを送信することができる。
【００３７】
　図３は、図２のノード２００によってＣＦＭメッセージを送信するために使用されるイ
ーサネットフレーム３００の例の概要図である。フレーム３００は、宛先アドレスフィー
ルド３１０、ソースアドレスフィールド３２０、サービスタグフィールド３３０、顧客タ



(12) JP 2012-516602 A 2012.7.19

10

20

30

40

50

グフィールド３４０、ＯＡＭ　Ｅｔｈｅｒｔｙｐｅフィールド３５０、データペイロード
３６０、およびフレームチェックシーケンスフィールド３７０を含む。
【００３８】
　宛先アドレスフィールド３１０は、フレーム３００の宛先ＭＡＣアドレスを示すために
使用される６バイトを含む。ソースアドレスフィールド３２０は、フレーム３００のソー
スアドレスを示すために使用される６バイトを含む。ノード２００がリモートＭＥＰの宛
先ＭＡＣアドレスを動的に埋める実施形態において、ノード２００は、リモートＭＥＰか
らメッセージを受信すると、ソースアドレスフィールド３２０から値を抽出することによ
ってＭＡＣアドレスを決定することができる。
【００３９】
　サービスタグフィールド３３０は、サービスプロバイダネットワークへの入り口でフレ
ーム３００に添付することができ、ネットワークを介してトラフィックを分離し、識別す
るために使用される。オプションの顧客タグフィールド３４０は、フレーム３００に関連
付けられた顧客の仮想ローカルエリアネットワーク（ＶＬＡＮ）タグを含むために使用さ
れ得る。ＯＡＭ　Ｅｔｈｅｒｔｙｐｅフィールド３５０は、フレームが特定のプロトコル
に従って送信されることを示す予め定義された値に設定され得る。一例として、フレーム
がＩＥＥＥ８０２．１ａｇに準拠することを示すために、値を「０×８９０２」に設定す
ることができる。
【００４０】
　データペイロード３６０は、フレーム３００で送信されるＣＦＭメッセージに固有の複
数のフィールドを含み得る。フィールド３６１、３６２、３６３、３６４は、すべてのＣ
ＦＭヘッダーに含まれるが、ＣＦＭメッセージのタイプに固有の情報を含んでいてもよい
。メンテナンスドメインフィールド３６１は、フレーム３００のメンテナンスドメインレ
ベルを識別する整数を含み得る。バージョンフィールド３６２は、基礎を成すプロトコル
の拡張を反映するために変更され得るプロトコルバージョン番号を含み得る。ＯｐＣｏｄ
ｅフィールド３６３は、フレーム３００によって送信されるメッセージのタイプを識別す
るために使用され得る。一例として、フレーム３００が連続性チェックメッセージを含む
とき、ＯｐＣｏｄｅフィールド３６３の値は、「１」に設定され得る。
【００４１】
　フラグフィールド３６４は、ＯｐＣｏｄｅフィールド３６３によって識別されるように
、ＣＦＭメッセージのタイプに固有の情報を含み得る。一例として、ＯｐＣｏｄｅフィー
ルド３６３が、メッセージがＣＣＭであることを示す「１」であるとき、フラグフィール
ド３６４は、３つの構成要素に分けられ得る。第１の構成要素は、上記でさらに詳しく説
明したように、リモート障害インジケータビットを含むことができる。第２の構成要素は
、ＣＣＭメッセージの送信間隔を示すＣＣＭ間隔を含み得る。最後に、第３の構成要素は
、フラグフィールド３６４における残りのビットから成るいくつかの予備ビットとするこ
とができる。
【００４２】
　ＴＬＶオフセットフィールド３６５は、ＯｐＣｏｄｅフィールド３６３によって示され
るように、ＣＦＭメッセージのタイプに基づいて設定され得る。ＴＬＶオフセットフィー
ルド３６５に格納された値は、フレームに含まれるデータのエンドポイントを決定するた
めに使用され得る。一例として、メッセージがＣＣＭメッセージであるとき、ＴＬＶオフ
セットフィールド３６５は、「７０」に設定され得る。
【００４３】
　共通フィールド３６１、３６２、３６３、３６４に加えて、フレーム３００は、メッセ
ージのタイプに固有のいくつかの他のフィールドを含み得る。図３に示されるように、Ｃ
ＣＭメッセージは、シーケンス番号フィールド３６６、そこからＣＣＭが送信されたＭＥ
Ｐを指定するメンテナンスエンドポイント識別子フィールド３６７、および送信側ＭＥＰ
が属するメンテナンスアソシエーションを指定するメンテナンスアソシエーション識別子
フィールド３６８も含み得る。データペイロード３６０の後、フレームチェックシーケン
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ス３７０は、フレーム３００の送信における誤り検出および訂正に使用されるいくつかの
文字を含み得る。
【００４４】
　図４は、イーサネットＣＦＭを構成する方法４００の例のフロー図である。方法４００
に記載した処理は、ノードにおいてＣＦＭ機能を実施するために、およびより詳細には、
メンテナンスエンドポイント間でポイントツーポイント機能を実施するためにノード２０
０で実行され得る。
【００４５】
　方法４００は、ステップ４０５で開始し、ステップ４１０に進み、メンテナンスドメイ
ンがノード２００において構成される。次いで方法４００は、ステップ４２０に進み、ノ
ード２００において、メンテナンスドメイン内にメンテナンスアソシエーションが構成さ
れる。次に方法４００は、ステップ４３０に進み、ノード２００において、ステップ４２
０で確立されたメンテナンスアソシエーション内にローカルメンテナンスエンドポイント
が構成される。
【００４６】
　ノード２００においてドメイン、アソシエーション、およびローカルＭＥＰを構成した
後、方法４００は、ステップ４４０に進み、ローカルＭＥＰとリモートメンテナンスエン
ドポイントとの間の接続が構成される。図５を参照して以下でさらに詳しく説明されるよ
うに、構成中にリモートＭＥＰのＭＡＣアドレスを提供することによって、またはリモー
トＭＥＰからＣＦＭメッセージを受信するとＭＡＣアドレスを動的に決定することによっ
て、所与の接続がポイントツーポイントとして確立され得る。
【００４７】
　決定ステップ４５０で、ＭＥＰ間の接続が構成されなければならない追加のノードがあ
るかどうかが決定される。構成が必要な追加のノードがあるとき、方法４００は、ステッ
プ４１０に戻り、新しいノードについてプロセスが繰り返される。あるいは、すべてのノ
ードが構成されているとき、方法４００は、ステップ４５５に進み、方法４００が終了す
る。
【００４８】
　図５は、２つのメンテナンスエンドポイント間の接続を構成する方法５００の例のフロ
ー図である。方法５００は、図４のステップ４４０に関連して上述したように、ノード２
００において、ローカルＭＥＰとリモートＭＥＰとの間の接続を確立する際に実行される
詳細な処理に対応し得る。
【００４９】
　方法５００の例は、ステップ５０５で開始し、ステップ５１０に進み、ノード２００は
、リモートＭＥＰのＭＡＣアドレスを取得する。ＭＡＣアドレスは、ポイントツーポイン
ト接続の構成中にユーザから取得され得る。あるいは、リモートＭＥＰのＭＡＣアドレス
は、例えば、ＣＦＭメッセージを送信するために使用されるＰＤＵからソースアドレスを
抽出することによって、リモートＭＥＰからＣＦＭメッセージを受信すると決定され得る
。ステップ５１０においてＭＡＣアドレスを決定すると、方法５００は、ステップ５２０
に進み、ＭＡＣアドレスが構成ストレージ２３０に格納され、より詳細には、ＭＡＣアド
レス２３４に格納される。
【００５０】
　次いで方法５００は、ステップ５３０に進み、接続の構成のためのコマンドが受信され
、決定ステップ５４０に進み、接続がポイントツーポイントとして構成されるかどうかを
ノード２００が決定する。接続がポイントツーポイントとして構成されることが決定され
ると、ノード２００は、その接続についてのユニキャスト挙動を有効にする。図６を参照
して以下でさらに詳しく説明されるように、次いでローカルＭＥＰから宛先ＭＥＰにユニ
キャストメッセージが送信され得る。その接続についてのユニキャスト挙動を有効にした
後、方法５００は、ステップ５６５に進み、方法５００が終了する。
【００５１】
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　これに対して、決定ステップ５４０で、接続がポイントツーポイントとして構成されな
いことを決定すると、方法５００は、ステップ５６０に進み、マルチキャスト挙動が使用
される。特に、リモートＭＥＰがメッセージを受信するマルチキャストアドレスを使用し
て、ローカルＭＥＰからリモートＭＥＰに送信されたＣＦＭメッセージが送信される。次
いで方法５００は、ステップ５６５に進み、方法５００が終了する。
【００５２】
　図６は、ＣＦＭメッセージを送信する際にメンテナンスエンドポイントによって実行さ
れる方法６００の例のフロー図である。方法６００に記載した処理は、ノード２００にお
けるローカルＭＥＰと別のノードにあるリモートＭＥＰとの間でＣＦＭメッセージを送信
するために、ノード２００で実行され得る。
【００５３】
　方法６００の例は、ステップ６０５で開始し、決定ステップ６１０に進み、特定の接続
についてユニキャスト機能が有効かどうかをノード２００が決定する。ノード２００は、
例えば構成ストレージ２３０におけるＭＡＣアドレス２３４がリモートＭＥＰのリモート
ＭＥＰ　ＩＤに対応するエントリを有するかどうかを決定することによってこの決定を行
うことができる。
【００５４】
　決定ステップ６１０において、その接続についてユニキャストが有効であることをノー
ド２００が決定すると、方法６００は、ステップ６２０に進み、ノード２００が、リモー
トＭＥＰに関連付けられたＭＡＣアドレスをパケットの宛先アドレスとして使用して、リ
モートＭＥＰ向けのユニキャストＣＦＭメッセージを構築する。一例として、ノード２０
０は、図３に関連して上述したフレーム３００のフォーマットを使用して、接続性チェッ
クメッセージを構築することができる。
【００５５】
　次いで方法６００は、決定ステップ６３０に進み、ＣＦＭメッセージに障害通知を含む
かどうかをノード２００が決定する。ノード２００が障害通知を含むべきであることを決
定すると、方法６００は、ステップ６４０に進み、ノード２００が障害通知をパケットに
追加する。一例として、ＣＦＭメッセージがＣＣＭであるとき、ノード２００は、メッセ
ージ内のリモート障害表示ビットを「１」にマークすることができる。次いで方法６００
は、ステップ６５０に進む。あるいは、決定ステップ６３０において、障害通知がメッセ
ージに追加されるべきではないと決定されると、方法６００はステップ６５０に直接進む
。
【００５６】
　ステップ６５０において、ノード２００は、ユニキャストＣＦＭメッセージをリモート
ＭＥＰに送信する。特に、ノード２００の送信機２４０は、メッセージをリモートＭＥＰ
のユニキャストＭＡＣアドレスに対して出力する。次いで方法６００は、ステップ６７０
に進み、方法６００が終了する。
【００５７】
　あるいは、決定ステップ６１０で、特定の接続についてユニキャスト機能が有効でない
とノード２００が決定すると、方法６００はステップ６６０に進み、ノード２００は、メ
ッセージをマルチキャストメッセージとして、リモートＭＥＰがメンバーであるメンテナ
ンスエンドポイントのグループに送信する。次いで方法６００は、ステップ６７０に進み
、方法６００が終了する。
【００５８】
　図７は、ＣＦＭメッセージを受信する際にメンテナンスエンドポイントによって実行さ
れる方法７００の例のフロー図である。方法７００に記載した処理は、別のノードにある
リモートＭＥＰから受信したＣＦＭメッセージを処理するために、ノード２００で実行さ
れ得る。
【００５９】
　方法７００の例は、ステップ７０５で開始し、ステップ７１０に進み、ノード２００が



(15) JP 2012-516602 A 2012.7.19

10

20

30

40

50

リモートＭＥＰからＣＦＭメッセージを受信する。次いで方法７００は、決定ステップ７
１５に進み、メッセージがユニキャストであるかどうかをノード２００が決定する。ノー
ド２００は、例えば、メッセージの決定アドレスフィールドに含まれるＭＡＣアドレスを
検査することによってこの決定を行うことができる。
【００６０】
　メッセージがユニキャストであることが決定ステップ７２０で決定されると、方法７０
０は、決定ステップ７２０に進む。決定ステップ７２０において、ノード２００は、メッ
セージのソースＭＡＣアドレスが、構成ストレージ２３０におけるリモートＭＥＰのため
に格納されたＭＡＣアドレスに一致するかどうかを決定する。この決定は、例えば、構成
ストレージ２３０のＭＡＣアドレス２３４におけるリモートＭＥＰ　ＩＤと関連付けて格
納されているＭＡＣアドレスを決定することによって行うことができる。
【００６１】
　ＭＡＣアドレスが一致することが決定ステップ７２０で決定されると、方法７００は、
ステップ７２５に進み、ＣＦＭメッセージがポイントツーポイントとして処理される。特
に、ノード２００は、内容をノード２００に合わせて調整されたという知識によりメッセ
ージを処理することができる。一例として、これによってノード２００は、メッセージの
リモート障害表示ビットにおける「１」の値を認識すると、自動保護切り替えを実施する
ことができ得る。こうした場合、ノード２００は動作中のリンクが故障したと決定し、保
護リンクへの切り替えを自動的に実施することができる。ポイントツーポイントの関連の
他の適した使用は、当業者に明らかである。
【００６２】
　一方、ノード２００は、決定ステップ７２０で、ＭＡＣアドレスが一致しないことを決
定すると、方法７００は、ステップ７３０に進む。ステップ７３０において、ノード２０
０は、メッセージにおけるＭＡＣアドレスおよびリモートＭＥＰに関連付けられているＭ
ＡＣアドレスが異なることを示す警告または他の通知をオプションで発することができる
。これは、例えば送信エラーやリモートＭＥＰによるメッセージにおけるソースＭＡＣア
ドレスの不適切な割り当てなど、いくつかの要因の結果とすることができる。ステップ７
２５でポイントツーポイントとして処理した後、またはステップ７３０で警告または他の
通知を発した後、方法７００は、ステップ７６０に進み、方法７００が終了する。
【００６３】
　あるいは、メッセージがユニキャストではないこと（すなわちマルチキャスト）が決定
ステップ７１５で決定されると、方法７００は、決定ステップ７３５に進み、リモートＭ
ＥＰのＭＡＣアドレスを知る必要があるかどうかをノード２００が決定する。この決定は
、例えば、ＣＦＭメッセージに含まれるリモートＭＥＰ識別子に対応する構成ストレージ
２３０のＭＡＣアドレス２３４にエントリがあるかどうかを決定することによって行われ
得る。
【００６４】
　ノード２００がリモートＭＥＰのＭＡＣアドレスを知る必要があることを決定すると、
方法７００はステップ７４０に進み、ノード２００がリモートＭＥＰのＭＡＣアドレスを
決定する。一例として、ノード２００は、ＣＦＭメッセージのソースアドレスフィールド
からＭＡＣアドレスを抽出することができる。
【００６５】
　次いで方法７００はステップ７４５に進み、構成ストレージ２３０が更新される。この
ステップにおいて、ノード２００は、リモートＭＥＰのリモートＭＥＰ　ＩＤと関連付け
てＭＡＣアドレス２３４にリモートＭＥＰのＭＡＣアドレスを格納することができる。さ
らに、ノード２００は、ノード２００のローカルＭＥＰとリモートＭＥＰとの間にポイン
トツーポイント接続が自動的に確立されるように、図４との関連で上述した処理を実行す
ることができる。次いで方法７００はステップ７６０に進み、方法７００が終了する。
【００６６】
　あるいは、決定ステップ７３５で、リモートＭＥＰのＭＡＣアドレスがすでにわかって
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ッセージがマルチキャストメッセージとして処理される。次いで方法７００はステップ７
６０に進み、方法７００が終了する。
【００６７】
　上記によれば、様々な実施形態例は、メンテナンスエンドポイント間のポイントツーポ
イント接続障害管理メッセージングを実施するのに必要な構成を簡略化する。特に、リモ
ートＭＥＰのユニキャストＭＡＣアドレスを使用してポイントツーポイント接続の構成を
可能にすることによって、様々な実施形態例は、これらのポイントツーポイント接続の確
立および維持に必要な時間およびメモリの量を低減する。その結果、事業者は、イーサネ
ット自動保護切り替えなど、所望の機能を実施するためにポイントツーポイント機能を有
利に使用することができる。
【００６８】
　様々な実施形態例がハードウェア、ファームウェア、および／またはソフトウェアで実
施され得ることは、上記の説明から明らかであろう。さらに、様々な実施形態例を、本明
細書に詳しく記載した動作を実行するために、少なくとも１つのプロセッサによって読み
取られ、実行され得る機械可読記憶媒体上に格納される命令として実施することができる
。機械可読記憶媒体は、（例えばルータやスイッチなど）ネットワークノードなど、機械
によって読み取り可能な形で情報を格納する任意の機構を含み得る。したがって、機械可
読記憶媒体は、読み取り専用メモリ（ＲＯＭ）、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、磁
気ディスク記憶媒体、光記憶媒体、フラッシュメモリ装置、および類似の記憶媒体を含み
得る。
【００６９】
　様々な実施形態例を、そのいくつかの態様例を特に参照して詳しく説明したが、本発明
では他の実施形態が可能であり、その詳細は明らかな様々な点について変更が可能である
ことを理解されたい。当業者には容易に明らかなように、本発明の意図および範囲内に留
めたまま変形および変更を実施することができる。したがって、上記の開示、説明、およ
び図面は、例示にすぎず、本発明を限定するものではなく、本発明は特許請求の範囲によ
ってのみ定義される。
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【図１】 【図２】

【図３】

【図４】 【図５】
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【図６】 【図７】

【手続補正書】
【提出日】平成23年9月27日(2011.9.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のノード（１１０、１２０、１３０、２００）を含むネットワーク（１００）にお
いてイーサネット接続障害管理、ＣＦＭを構成する方法（４００）であって、
　第１のネットワークノード（２００）においてメンテナンスドメインを構成すること（
４１０）と、
　第１のネットワークノード（２００）においてメンテナンスドメイン内にメンテナンス
アソシエーションを構成すること（４２０）と、
　第１のネットワークノード（２００）において、メンテナンスアソシエーション内に、
ローカルメンテナンスエンドポイント、ＭＥＰを構成すること（４２０）と、
　前記第１のネットワークノード（２００）における構成ストレージに、前記メンテナン
スアソシエーション内の複数のネットワークノードの他のノードごとのリモートＭＥＰの
識別子およびメディアアクセス制御、ＭＡＣアドレスを格納することと、
　単一のメンテナンスアソシエーション内に、前記リモートＭＥＰの前記識別子および前
記メディアアクセス制御、ＭＡＣ、アドレスを使用して前記ローカルＭＥＰと前記リモー
トＭＥＰとの間にポイントツーポイント接続を確立すること（４４０）と
　　を含み、各ポイントツーポイント接続が、前記ローカルＭＥＰから前記リモートＭＥ
ＰへのユニキャストＣＦＭメッセージの送信を可能にし、
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　　受信されたユニキャストメッセージのソースＭＡＣアドレスが送信側リモートＭＥＰ
の前記構成ストレージに格納されるＭＡＣアドレスと一致することを決定した後、前記送
信側リモートＭＥＰから前記第１のネットワークノード（２００）によって受信されるユ
ニキャストＣＦＭの処理を可能にする、
　方法（４００）。
【請求項２】
　前記リモートＭＥＰのＭＡＣアドレスが、ポイントツーポイント接続の構成中にユーザ
によって入力される、請求項１に記載のイーサネットＣＦＭを構成する方法。
【請求項３】
　前記リモートＭＥＰからＣＦＭメッセージを受信すると、前記リモートＭＥＰのＭＡＣ
アドレスがローカルＭＥＰによって決定され、ＭＡＣアドレスが、前記リモートＭＥＰか
らローカルＭＥＰにＣＦＭメッセージを送信するために使用されるプロトコルデータユニ
ット、ＰＤＵから抽出される、請求項１に記載のイーサネットＣＦＭを構成する方法。
【請求項４】
　各ネットワークノードにおいて、
　ネットワークノードにおいてメンテナンスドメインを構成するステップと、
　ネットワークノードにおいてメンテナンスドメイン内にメンテナンスアソシエーション
を構成するステップと、
　ネットワークノードにおいて、メンテナンスアソシエーション内に、リモートＭＥＰを
構成するステップと、
　ローカルＭＥＰの識別子およびローカルＭＥＰのＭＡＣアドレスを使用して、ネットワ
ークノードにおいてローカルＭＥＰとリモートＭＥＰとの間でポイントツーポイント接続
を確立するステップと
　を実行することによって、ハブアンドスポーク構成を確立することをさらに含む、請求
項１に記載のイーサネットＣＦＭを構成する方法。
【請求項５】
　各ネットワークノードにおいて、
　　ネットワークノードにおいてメンテナンスドメインを構成するステップと、
　　ネットワークノードにおいてメンテナンスドメイン内にメンテナンスアソシエーショ
ンを構成するステップと、
　　メンテナンスアソシエーション内に、リモートＭＥＰを構成するステップと、
　　メンテナンスアソシエーション内に複数のポイントツーポイント接続を確立するステ
ップであって、ポイントツーポイント接続が、複数のネットワークノードにおいてリモー
トＭＥＰとすべての他のＭＥＰとの間に確立される、ステップと
　を実行することによって、メッシュ構成を確立すること
　をさらに含む、請求項１に記載のイーサネットＣＦＭを構成する方法。
【請求項６】
　前記リモートＭＥＰへのユニキャスト送信のためのＣＦＭメッセージを生成するステッ
プであって、ＣＦＭメッセージが前記リモートＭＥＰ用に合わせて調整された情報を含む
少なくとも１つのフィールドを含む、ステップと、
　　前記リモートＭＥＰに対応するポイントツーポイント接続を介してＣＦＭメッセージ
を送信するステップであって、前記リモートＭＥＰ用に合わせて調整された情報を含む少
なくとも１つのフィールドが、値「１」に設定されたリモート障害表示、ＲＤＩ、ビット
を含み、値「１」に設定されたＲＤＩビットを含むＣＦＭメッセージの受信に応答して、
それぞれのリモートＭＥＰが保護リンクに切り替えるための自動保護切り替え、ＡＰＳを
実施する、ステップと
　を実行することによって前記リモートＭＥＰに固有のアクションを実施すること
　をさらに含む、請求項１に記載のイーサネットＣＦＭを構成する方法。
【請求項７】
　請求項１から６のいずれか一項に記載のイーサネット接続障害管理、ＣＦＭを構成する
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方法を実施するためのネットワークノード（２００）であって、
　ＣＦＭ構成情報を維持する構成ストレージ（２３０）と、
　　メンテナンスドメインを構成し、
　　メンテナンスドメイン内にメンテナンスアソシエーションを構成し、
　　メンテナンスアソシエーション内に、ローカルメンテナンスエンドポイント、ＭＥＰ
を構成し、
　　メンテナンスアソシエーション内にポイントツーポイント接続を確立し、ポイントツ
ーポイント接続が、リモートＭＥＰの識別子およびリモートＭＥＰのメディアアクセス制
御、ＭＡＣ、アドレスを使用して、ローカルＭＥＰとリモートＭＥＰとの間で確立され、
　　メンテナンスドメイン、メンテナンスアソシエーション、ローカルメンテナンスエン
ドポイント、およびポイントツーポイント接続の構成を反映するために構成ストレージを
更新する
　ための命令を実行するように構成された構成モジュール（２２０）と
　　を含み、各ポイントツーポイント接続が、ローカルＭＥＰからリモートＭＥＰへのユ
ニキャストＣＦＭメッセージの送信を可能にし、
　　　前記構成モジュール（２２０）が、受信されたユニキャストメッセージのソースＭ
ＡＣアドレスが送信側リモートＭＥＰの前記構成ストレージに格納されるＭＡＣアドレス
と一致することを決定した後、前記送信側リモートＭＥＰから前記ネットワークノード（
２００）によって受信されるユニキャストＣＦＭを処理するようにさらに構成される、
　ネットワークノード（２００）。
【請求項８】
　ポイントツーポイント接続の構成中、ユーザからリモートＭＥＰのＭＡＣアドレスを受
信するように構成されたインターフェイス
　をさらに含む、請求項７に記載のネットワークノード。
【請求項９】
　構成モジュール（２２０）が、
　リモートＭＥＰからＣＦＭメッセージを受信すると、リモートＭＥＰのＭＡＣアドレス
を決定し、構成モジュールが、リモートＭＥＰからローカルＭＥＰへのＣＦＭメッセージ
の送信のために使用されるＰＤＵからＭＡＣアドレスを抽出する
　するようにさらに構成された、請求項７に記載のネットワークノード。
【請求項１０】
　リモートＭＥＰに対応するポイントツーポイント接続を介してＣＦＭメッセージを送信
するように構成された送信機（２４０）であって、構成モジュール（２２０）が、リモー
トＭＥＰへのユニキャスト送信のためにＣＦＭメッセージを生成するための命令を実行す
るようにさらに構成され、ＣＦＭメッセージが、リモートＭＥＰに合わせて調整された情
報を含む少なくとも１つのフィールドを含み、リモートＭＥＰに合わせて調整された情報
を含む少なくとも１つのフィールドが、値「１」に設定されたリモート障害表示ＲＤＩビ
ットを含み、値「１」に設定されたＲＤＩビットを含むＣＦＭメッセージの受信に応答し
て、リモートＭＥＰが保護リンクに切り替えるための自動保護切り替え、ＡＰＳを実施す
る、送信機
　をさらに含む、請求項７に記載のネットワークノード。
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